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当公社は、国土交通省○○地方整備局長の認可を受け、令和○○○年○○月○○○日に解散したので、当公社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和○○○年○○月○○○日　（※①）
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○道路公社
代表清算人　○○　○○


解散公告（第二回）地方道路公社
当公社は、国土交通省○○地方整備局長の認可を受け、令和○○○年○○月○○○日に解散したので、当公社に債権を有する方は、本公告第一回掲載（令和○○○年○○月○○○日）の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和○○○年○○月○○○日　（※①）
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○道路公社
代表清算人　○○　○○



解散公告（第三回）地方道路公社
当公社は、国土交通省○○地方整備局長の認可を受け、令和○○○年○○月○○○日に解散したので、当公社に債権を有する方は、本公告第一回掲載（令和○○○年○○月○○○日）の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和○○○年○○月○○○日　（※①）
○○県○○市○○○○○○○○○○
○○○○○道路公社
代表清算人　○○　○○
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（解散事由により、公告の文面が変わります）

（※①）掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

関連条文
　地方道路公社法　第三十五条の六
栃木県・官報サービスセンター https://www.tochigi09.com/ 電話　028-651-0050　Fax　028-651-0051
